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１．市税等決算状況（決算書Ｐ16～Ｐ19、Ｐ236～Ｐ239） （単位：円、％） 

税目 予算額 調定額 収入済額 不納欠損額 収入未済額 
徴収率 

R2 Ｒ元 

市民税 716,300,000 744,210,809 728,319,193 590,958 15,300,658 97.9 97.7  個人  601,100,000 620,699,695 605,767,433 590,958 14,341,304 97.6 97.5   現 年 597,200,000 606,374,868 602,209,538 0 4,165,330 99.3 99.3   滞 繰 3,900,000 14,324,827 3,557,895 590,958 10,175,974 24.8 25.1  法人  115,200,000 123,511,114 122,551,760 0 959,354 99.2 98.9   現 年 115,000,000 122,239,500 121,999,500 0 240,000 99.8 99.5   滞 繰 200,000 1,271,614 552,260 0 719,354 43.4 4.1 

固定資産税 825,600,000 872,063,994 837,725,703 780,151 33,558,140 96.1 96.1  純固定 809,300,000 855,716,294 821,378,003 780,151 33,558,140 96.0 96.0   現 年 802,000,000 822,823,300 815,357,298 0 7,466,002 99.1 99.0   滞 繰 7,300,000 32,892,994 6,020,705 780,151 26,092,138 18.3 22.9  国有資産等所在

市町村交付金 16,300,000 16,347,700 16,347,700 0 0 100.0 100.0 

軽自動車税 78,500,000 85,887,498 81,064,186 569,699 4,253,613 94.4 93.8   現 年 74,000,000 77,246,500 76,298,489 0 948,011 98.8 98.2   滞 繰 1,000,000 4,751,898 876,597 569,699 3,305,602 18.4 17.2 

環境性能割 3,500,000 3,889,100 3,889,100 0 0 100.0 100.0 

たばこ税 137,000,000 137,504,839 137,504,839 0 0 100.0 100.0   現 年 137,000,000 137,504,839 137,504,839 0 0 100.0 100.0 

一般会計 1,757,400,000 1,839,667,140 1,784,613,921 1,940,808 53,112,411 97.0 97.0 

計 現 年 1,745,000,000 1,786,425,807 1,773,606,464 0 12,819,343 99.3 99.2 

滞 繰 12,400,000 53,241,333 11,007,457 1,940,808 40,293,068 20.7 22.7 

国民健康保険税 607,233,000 660,818,451 606,495,557 4,370,404 49,952,490 91.8 90.3  現年  592,429,000 604,808,500 590,023,906 0 14,784,594 97.6 97.3   医 一 409,481,000 417,718,954 407,931,118 0 9,787,836 97.7 97.5   支 一 127,316,000 130,229,046 127,169,688 0 3,059,358 97.7 97.4   介 一 55,629,000 56,860,500 54,923,100 0 1,937,400 96.6 95.8   医 退 1,000 0 0 0 0 0.0 100.0   支 退 1,000 0 0 0 0 0.0 100.0   介 退 1,000 0 0 0 0 0.0 100.0  滞繰  14,804,000 56,009,951 16,471,651 4,370,404 35,167,896 29.4 23.8   医 一 10,330,000 39,167,723 11,156,606 3,138,471 24,872,646 28.5 22.9   支 一 2,495,000 9,377,085 3,120,562 727,111 5,529,412 33.3 26.9   介 一 1,913,000 7,217,856 2,194,483 504,822 4,518,551 30.4 23.4   医 退 43,000 163,367 0 0 163,367 0.0 48.2   支 退 11,000 41,273 0 0 41,273 0.0 52.4   介 退 12,000 42,647 0 0 42,647 0.0 52.7 

市税等合計 2,364,633,000 2,500,485,591 2,391,109,478 6,311,212 103,064,901 95.6 95.2   現 年 2,337,429,000 2,391,234,307 2,363,630,370 0 27,603,937 98.8 98.7   滞 繰 27,204,000 109,251,284 27,479,108 6,311,212 75,460,964 25.2 23.3 
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科 目 
Ｒ２ 

決算額 

Ｒ元 

決算額 

前年比 

（Ｒ２－Ｒ元） 
備  考 

（一般会計）※歳入     

15款3項1目     決算書 Ｐ４６～Ｐ４７ 

総務費委託金 26,715,039 26,520,880 194,159 県民税徴収取扱費委託金 

※個人県民税 401,309,832 396,692,706 4,617,126  

 

２．歳出その他 （単位：円） 

 科 目 
Ｒ２ 

決算額 

Ｒ元 

決算額 

前年比 

（Ｒ２－Ｒ元） 
備  考 

（一般会計）     

2款１項１４目    決算書 Ｐ９０～Ｐ９１ 

諸費     

 償還金利子及び割引料 6,806,252 9,969,569 ▲3,163,317 所得更正による還付金等 

2款2項1目    決算書 Ｐ９２～Ｐ９５ 

税務総務費 1,169,318 1,502,826 ▲333,508  

 旅費 0 179,010 ▲179,010  

 需用費 700,265 762,663 ▲62,398 図書追録代、コピー代ほか 

 役務費 2,955 11,824 ▲8,869 保険料（自動車損害共済分担金） 

 使用料及び賃借料  0 25,000 ▲25,000  

 負担金補助金及び交付金 464,098 522,329 ▲58,231 軽自動車税運営協議会負担金ほか 

 貸付金 2,000 2,000 0 釣銭（レジ用） 

2款2項2目    決算書 Ｐ９４～Ｐ９７ 

賦課徴収費 17,983,749 26,204,883 ▲8,221,134  

 報酬 1,052,018 0 1,052,018 会計年度任用職員 

職員手当等  164,951 0 164,951 期末手当（会計年度任用職員） 

旅費 45,800 0 45,800 費用弁償（ 〃 ） 

需用費 3,644,798 3,362,850 281,948 納税通知、督促状印刷ほか 

役務費 5,734,116 5,225,774 508,342 郵便料、調査手数料ほか 

委託料 5,371,993 15,341,419 ▲9,969,426 納税通知書作成ほか 

使用料及び賃借料  1,387,466 990,273 397,193 電子申告オプションサービス利用料ほか 

 備品購入費 0 9,485 ▲9,485  

負担金補助金及び交付金 382,607 330,533 52,074 地方税共同機構負担金 

貸付金 200,000 200,000 0 つり銭 

（国保会計）    決算書 Ｐ258～Ｐ259 

6款１項１目     

一般被保険者償還金及び

還付加算金 2,324,200 1,462,900 861,300 所得更正・国保資格喪失による還付金等 

6款１項２目     

退職者被保険者等償還金

及び還付加算金 271,914 0 271,914 国保事業費納付金清算金 
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３．課税状況 

（１） 個人市民税 

新型コロナウイルス感染症の影響も心配されたが、令和２年度においては、課税標準額では全体的に

増加し、所得割納税義務者も増加した。 
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（２） 法人市民税 

 

 

 

 

（３） 固定資産税  固定資産税については、平成 30年度が評価替えの年度であり、令和 2年度は第 3年度となる。土地は、令和

2年度時点修正により約 60万円の減となった。平成 21年度評価替え以降、地価下落が続いているが、近年の下

落幅は小さく、ほぼ横ばい傾向となっている。家屋は、新増築等により約 810 万円の増となった。償却資産は、資

産の新規取得や特例期間の満了等により約70万円の増となった。 
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百万円 調定額の推移
（単位：千円）

年度 土地 家屋 償却 調定計

R2 293,186 361,211 168,426 822,823

R元 293,847 353,097 167,737 814,681

H30 294,330 348,908 168,046 811,284

H29 297,038 355,990 161,942 814,970

H28 298,901 348,334 165,975 813,210
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評価額

調定額

◆ 土地 

平成 21年度の評価替え以降、地価の下落が続いている。令和 2年度の時点修正においても、下落率は

微小であるものの地価の下落は続いており、調定額も微減となった。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

◆ 家屋 

新増築棟数は、平成 18年度以降減少傾向にあった。平成 28～30年度にかけては、内原野住宅団地

の分譲のほか、道路建設にかかる立ち退き等での建替えにより増加傾向となっていた。令和元年度から

はこの傾向が落ち着き、令和2年度は前年比約1割程度の増加となった。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

◆ 償却資産 

平成 18年度以降、新たな設備投資は少なく、評価額の下降が続いていたが、平成 27年度は大規模な太陽

光発電設備の供用開始により増加した。令和2年度調定額は、資産の新規取得等の増額要因が減価償却等に

よる減額要因を上回り、前年度比でわずかに増加した。 
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（４） 軽自動車税 

 ◆ 種別割  ※軽自動車税 → 軽自動車税（種別割） に名称変更 

課税台数については全体的な減少傾向の中、軽四乗用（自）の標準課税（H27～）と重課税の台数

が増となっている。課税台数全体は減となっているが、高い税率の台数が増えたため、調定額が増と

なっている。 

 

 ◆ 環境性能割 

税制改正により、軽自動車取得税が軽自動車税（環境性能割）に名称改正された。 

購入時に高知県が徴収し、その後、安芸市へ納付される。 

 

令和2年度 217台 税額3,889,100円 （R2.4.1～R3.3.31） 

令和元年度  66台 税額1,101,200円 （R元.10.1～R2.3.31） 
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（５） 市たばこ税 

  

（６） 国民健康保険税 

市全体の人口減などに伴い、国保被保険者数（▲167人）、世帯数（▲102世帯）が減少し、課税額も

減少した。 

減額判定所得を引き上げ、対象世帯を拡充したが、低所得者にかかる軽減額（２・５・７割軽減）は 5.1％減

少した。 

  【税率】                                     （  ）内は前年度税率 

税率 所得割 資産割 均等割 平等割 課税限度額 

医療分 
7.9% 

（7.9%） 

－ 

－ 

29,000円 

（29,000円） 

23,000円 

（23,000円） 

63万円 

（61万円） 

支援金分 
2.5% 

（2.5%） 

－ 

－ 

9,000円 

（9,000円） 

7,000円 

（7,000円） 

19万円 

（19万円） 

介護分 
2.3% 

（2.3%） 

－ 

－ 

11,000円 

（11,000円） 

5,000円 

（5,000円） 

17万円 

（16万円） 

【課税年税額と世帯数】 

 

※R2年度新型コロナウイルス感染症に伴う収入減少による減免  33世帯  減免額5,775,300円 

※退職（被保険者）…国保被保険者のうち、退職して年金を受けている 64歳以下の方など 

職場などの社会保険が出し合う拠出金によって、市の負担分については補助が受けられ

る。H26年度で経過措置終了。H27年度からの新規適用はない。 

販売本数は約 10.6％（277万本）減少し、税額

は約6.8％（1,007万円）減少した。 
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４．収納状況 

市税（市民税・固定資産税・軽自動車税・たばこ税）収納率は、現年度分99.3%と前年度比0.1ポイン

ト上昇したが、滞繰分は 20.7%と 2.0ポイントの減であった。市税全体の収納率は 97.0%と前年度と同じ

であった。 

国保税収納率は、現年度分97.6%で前年度より 0.3ポイント、滞繰分は 29.4%と前年度から 5.6ポイ

ント上昇し、国保税全体の収納率は 91.8%と前年度から 1.5ポイント上昇した。 

市税と国保税を合わせた収納率は 95.6％で前年度より 0.4ポイント上昇した。 

 

（１） 督促 

前年度と比べ、督促数は 1,115件減少した。 

【督促状発送数】                                              （単位：件） 
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市税徴収率
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※H19は所得税からの税源移譲で市税調定が増加 ※H20は制度改正で75歳以上が対象外となったため国保の徴収率が低下

※R1は、軽自動車税に環境性能割が加わった

税目 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 1月 2月 3月 4月 計

個人市民税 5 4 297 5 279 0 280 2 1 308 4 3 1,188

〃（特徴） 19 24 35 29 19 16 17 18 14 17 18 17 243

法人市民税 0 1 1 0 7 6 0 0 0 1 1 1 18

軽自動車税 1,073 11 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1,087

固定資産税 824 5 0 636 4 723 4 4 557 0 44 5 2,806

国　保　税 12 7 4 382 391 389 381 301 342 325 310 10 2,854

計 1,933 52 340 1,052 700 1,134 682 325 914 651 377 36 8,196
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※軽自動車税は車両ごとに督促 

【督促状発送数の推移】 

 

 

（２） 滞納処分  

◆差押                                                    （件数） 

財産調査は、件数よりも一つの調査で得られ

る情報から新たな調査に発展させるなど質を重

要視し、差押から自主納付に導いて完納に至る

ことを目指した（前年度比▲12 件）。捜索は 4

件。 

差押債権 市税 国保税 計 

預貯金 92 59  151 

給料・年金 6 4 10 

生命保険等 5 2 7 

還付金 9 11 20 

売掛金 11 3 14 

その他 3 4 7  

合計 126 83 209 

◆交付要求 (強制換価手続に参加して配当を受けようとすること。)   

滞納税額合計3,736,476円にかかる 7件について交付要求した。 

◆滞納処分の停止 (地方税法第15条の 7第1項) 

  地方団体の長は、滞納者につき次の各号の一に該当する事実があると認めるときは、滞納処分の執行    

を停止することができる。 

（1） 滞納処分をすることができる財産がないとき。 

（2） 滞納処分をすることによってその生活を著しく窮迫させるおそれがあるとき。 

（3） その所在及び滞納処分をすることができる財産がともに不明であるとき。 

 

税目 

（1）滞納処分をすること

ができる財産がないと

き。 

（2）滞納処分をすること

によってその生活を著し

く窮迫させるおそれがあ

るとき。 

（3）その所在及び滞納

処分をすることができ

る財産がともに不明で

あるとき。 

計 

件 人 円 件 人 円 件 人 円 件 人 円 

個人市民税 1 1 11,522 5 4 155,613    6 5 167,135 

法人市民税 1 1 96,817       1 1 96,817 

固定資産税 1 1 187,500 1 1 7,000    2 2 194,500 

軽自動車税 2 2 29,000 8 8 221,600    10 10 250,600 

計 5 5 324,839 14 13 384,213    19 18 709,052 

国保税 3 3 697,255 15 15 632,292 2 2 14,100 20 20 1,343,647 

合計 8 8 1,022,094 29 28 1,016,505 2 2 14,100 39 38 2,052,699 

税目重複を除く  4   22   2   28  

 

 

12,531 11,992 
10,996 10,134 9,968 9,938 

9,311 

8,196 

H25 H26 H27 H28 H29 H30 R1 R2



   

10 

（３） 不納欠損処分 

不納欠損総額は、前年度から 40.8％減となった。これは、前年度高額滞納を不納欠損したためである。

財産調査により、真に資力がないと確認できた案件などについて積極的に執行停止の判断を行うことが

必要である。滞納処分を着実に実施するとともに、今後も、徹底した調査に基づく執行停止判断を迅速・

的確に行い、時効完成による欠損が無くなるよう努めていく。 

 

税 目 
処分停止後３年 即時欠損 時効欠損 計 

前年度計 比較 

件 人
円 

件 人
円 

件 人
円 

件 人
円 

個人市民税 45 12 484,805   0 18 8 106,153 63 20 590,958 912,252 ▲35.2% 

法人市民税    0   0     0   0 0  

固定資産税 66 5 138,700   0 96 25 641,451 162 30 780,151 774,378 0.7% 

軽自動車税 93 9 415,999   0 39 20 153,700 132 29 569,699 233,608 143.9% 

計 204 26 1,039,504   0 153 53 901,304 357 79 1,940,808 1,920,238 1.1% 

国 保 税 341 19 3,726,614   0 81 8 643,790 422 27 4,370,404 8,742,188 ▲50.0% 

合 計 545 45 4,766,118   0 234 61 1,545,094 779 106 6,311,212 10,662,426 ▲40.8% 

※１：滞納処分の停止が３年間続くと徴収権が消滅する（地方税法15の７④） 

※２：徴収できないことが明らかな場合は即時消滅できる（地方税法15の７⑤） 

※３：５年間徴収権を行使しないと時効により消滅（地方税法18①） 

 

【不納欠損額の状況】 
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（４） 収納未済 

滞納者数は 765人で、前年度より 150人の減となっている。 

累積滞納額を減少させるため、滞納繰越分の徴収とともに、現年度からの滞納繰越額を増やさないよ

う努めており、その結果、令和２年度末の収納未済額は、前年度末から 671万円の圧縮となった。 

不納欠損危惧者を中心に財産調査（所内調査以外で預金 669件、給与・年金 64件、生命保険 203

件、売掛金・賃料 84件の合計 1,020件（前年度比 130件増））を実施し、これに基づき滞納処分を行っ

た。 

財産を発見し次第、滞納処分に早期着手することに努め、納税意識の向上につなげる体制をより一層

強化していく必要がある。また、滞納処分可能な財産が発見できず停滞しているものについては、法に

基づく処分停止等により累積滞納額を圧縮することが引き続き重要課題の一つである。 
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                       （単位：千円） 
 

 

                                            （単位：千円） 
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